
　 

○ で囲まれた範囲（土砂災害特別警戒区域）は、

「建物に危害が生じ住民の生命又は身体に著しい危害が

生じるおそれがある区域」です。

○ で囲まれた範囲（土砂災害警戒区域）は、「土砂災害が発生した
場合、住民の生命又は身体に危害が生じるおそれのある区域」です。

○土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、大雨の時には

警戒避難が必要となる可能性がありますので、注意してください。

○また、土砂災害警戒区域以外の箇所でも土砂災害の発生する可能性がありますので、

自分の住んでる家の周辺の斜面や渓流、避難箇所などをよく確認しましょう。

①土砂災害警戒区域や避難場所を確認しておきましょう！

③前兆現象をみつけたら、直ちに役場に連絡しましょう！

○下図のような現象を見つけたら直ちに連絡して下さい。

連絡先：五城目町役場

電 話：018-852-5100

②雨が強くなってきたら、積極的に雨量情報、予報、

警報等の情報を入手しましょう！

○まずはテレビやラジオ等で気象情報を確認しましょう。

○雨が強くなってきたら、電話やインターネットでも確認しましょう。

電話応答による雨量情報提供サービス
土砂災害警戒雨量情報：0186-63-2615
（洪水警戒雨量・水位情報）

秋田県河川砂防ホームページ
http://sabo.pref.akita.jp/

秋田県防災ホームページ
http://www.pref.akita.jp/syobo/index.html

④危険を感じた時や避難勧告等があった場合は、直ちに避難しましょう！

○避難警戒時には、町の広報車等を通じて、避難勧告のお知らせがあります。

○避難場所へ避難する際には、他の土砂災害危険箇所を避けた避難経路を選択

しましょう。

○避難の指示が無くても、早めに安全な避難場所に避難しましょう。

*指定避難所*指定緊急避難場所のみは除く。

馬場目地区公民館
電話：018-85３-2121

杉沢交流センター友愛館
電話：018-85３-2320

馬川地区公民館
電話：018-85５-1175

町民センター・広域体育館・温水プール
電話：018-852-4411

五城目第一中学校
電話：018-852-2051

湖東厚生病院

住所：八郎潟町川崎字貝保98-1

電話：018-875-2100

避 難

あなたの家

町内会長

防災リーダー等

エリアメール

防災行政無線など

五城目町役場

住所：五城目町西磯ノ目1-1-1

電話：018-852-5100

災害時の要配慮者利用施設

消防署・消防団

警察署・交番等


